
令和８年度　都市計画税の使途内訳

　 都市計画税は、都市計画法に基づいて実施する都市計画事業の財源として課税する目的税です。

　 令和８年度一般会計当初予算（案）における充当状況は、以下のとおりです。

[歳　入] 都市計画税

[単位：千円]

国庫支出金 県支出金 市債 その他 都市計画税 その他

37,455 305 37,150

3,533 3,533

302,475 112,285 190,190 公共下水道事業負担金　  112,285

33,913 13,700 20,213

53,604 2,585 7,700 2 43,317

10,742 204 10,538

441,722 16,285 0 7,700 511 112,285 304,941

66,380 66,380 0 元金（都市計画事業分）　 66,380

2,500 2,500

68,880 0 0 0 0 66,380 2,500

510,602 16,285 0 7,700 511 178,665 307,441

※　公債費は、都市計画事業に係る地方債の元利償還金

１７８，６６５千円

科目 特定財源 一般財源

款項 目

都市計画総務費

都市街路費

公共下水道費

都市下水路費

都市公園費

磯原駅自由通路等管理費

都市計画費　小計

元金

利子

公債費　小計

合計

予算額 充当内訳

土木費
　都市計画費

公債費
　公債費


